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ü 平成１８年２月の市町村合併以前、１市１町４村の下水道事業の処理形態並びに使用料はまちまち
で、使用料金は最高と最低で約２．３倍の開きがありました【参考資料１】

ü このような状況の中、平成１８年４月に、旧１町４村については暫定的に旧渋川市の料金水準に統
一しました。

ü また、合併当時、最も安価であった旧伊香保町においては、４年間の激変緩和期間を設け、平成２
２年４月に市内同一料金に統一しました。その後の改定は、平成２６年４月､令和元年１０月の消
費税率改定に併せた税率分の改定を行ったのみという状況です。

ü 令和２年４月からは「地方公営企業法」を適用し、水道事業と同様に独立採算制を軸とする公営企
業会計を導入し、事業運営にあたっていますが、前回検討したとおり、汚水処理に係る費用（維持
管理費及び資本費）を使用料収入で賄うことができておらず、一般会計からの補てんにより事業を
継続している状況です。
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○県内１２市及び広域圏２町村 下水道使用料金表の比較 令和４年４月１日現在

ᵃ► Ỹ
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○県内１２市及び広域圏２町村 下水道使用料の比較 令和４年４月１日現在

ד4,679

※3 「平均額」は、県内１２市及び広域圏２町村の平均額

高

低
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ü「使用料算定期間」は、下水道使用料の算定のために使用料の対象となる経費を積算す
る期間の範囲です。一般的には３年から５年程度に設定することが適当とされています
が、実情に応じてこれと異なる期間を設定することもできるとされています。

ü本市では、経営戦略を平成３０年度から令和９年度までの１０年間として策定している
ことから、これとの整合性を図るため、₈ᵕψʺ ͏ Τϣ ͕ ˢ͓ ḧˣ
Ϭ▄ ṍḧρΰο ϛᾁ ΰϘβʻ

ü現行の使用料体系や経営戦略等を基に、設定した算定期間における収入・支出額をそれ
ぞれ見積もり、財政収支のバランスを確認します。これにより、使用料改定の必要性を
判断することになります。
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ü 公共下水道事業では、用途の区分を５区分（一般用、浴場用、温泉汚水、臨時用、工場用）として
います。現状にそぐわない状況もあり、以下の２区分について見直しを検討しています。

①「浴場用」の見直し【公共】
「浴場用」は、公衆浴場（いわゆる銭湯）用として規定しているものですが、平成２８年に市内全て

の事業者が廃業してしまいました。※温泉施設等は「温泉汚水」の区分に該当します。
昨今の一般住宅では、ほぼ浴室を設けており、今後、市内において浴場事業が行われる見込みは少な
いと考えます。よって、今回の改定に併せ⌡ Ϭᾁ ΰϘβʻ

～「工場用」設定及び改正の経過 ～

昭和５６年４月１日 金井住宅団地の整備（認可）、金井住宅団地の使用料を設定する条例改正
定額制：１か月につき２，５００円

昭和５９年６月２８日 工場用を で新規に設定する条例改正（工場の新規進出に伴うもの）
基本料金：１か月につき１０，０００円（１００㎥まで）
超過料金：１㎥につき１００円（１０１㎥以降）

平成１６年４月１日 使用料の改定
基本料金：１か月につき͍͎ʼ͑͌͌ד（１００㎥まで）
超過料金：１㎥につき͍͎͑ד（１０１㎥以降）β以降、消費税を除き改定なし

②「工場用」について【コミュニティプラント】

「工場用」は、金井住宅団地に隣接する金井工業団地の工場用として規定しているものであり、該
当事業者は２者のみです。基本使用水量が１か月当たり「１００㎥」までと、一般用よりも多くの水
量が想定されています。
一般用の使用料と比べると高額な設定となっていますが、これまでの経過等を踏まえた上で見直し
について検討する必要があります。
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ü本市の一般用の使用料体系は、「基本使用料」と「超過使用料」を組み合わせた「二部
使用料制」を適用しています。

ü県内他市及び広域圏２町村においても、太田市以外は二部使用料制を採用しており、国
土交通省の全国アンケートでは、９割以上の自治体が二部使用料制を採用しています。

【基本使用料】
基本使用料は、排出量の有無に関わりなく賦課されるものです。各使用者が下水道を使
用できる体制を維持するため、下水道施設の運転や維持管理に係る経費など、固定的にか
かる費用を賄います。使用量が過小な場合に、固定的に発生する経費を賄えないという事
態を回避するために設定するものです。

【超過使用料】

超過使用料は、排出量の多寡に応じて賦課されるもので、排出量に単価を乗じて計算さ
れます。基本使用料で賄いきれない固定費や、排出される汚水量に応じて変動する、動力
費や燃料費などの経費をまかないます。

使用量に応じた料金賦課の合理性と経営の安定性の確保の両面を満たすためにはṁ ►
ρ ᵃ► χ が有効である*とされており、本市においてもὋ ΰο ►
Ϭ⅜ ΰοΜΦθΜρ―ΠϘβʻ

*出典：下水道使用料算定の基本的考え方（公益社団法人日本下水道協会）
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͏ʽᵠ χ―Π ˙ ṁ Ỳρ ᵃ► Ỹ χᾁ ˙

ü本市では、一般用の超過使用料は、͏ ᵬとしています。

ü近年の節水意識の向上や、節水機器の普及により、使用水量は全体的に減少傾向にあり
ます。別添資料に示すとおり、検針月ごとの調定件数で見ると約７０％が９～４０㎥の
水量しか使用しておらず、その中でも２０㎥までの使用が約３７％を占めています。

üそこで、現行の９～４０㎥の区分を細分し、料金改定後においては、使用量の少ない契
約者の負担を軽減できるようỸ χ⇔ ᴟϬᾁ します。

前橋市、高崎市、伊勢崎市、館林市、及び藤岡市は、５０㎥までで３段階にしています。

⌐≈⅝

╕≢

╕≢ ╕≢
ủủủ

╕≢

ủủủ

⌐≈⅝

ủủủ
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ủủủ

ᾝ“ˢ͏ ᵬˣ ᾁ ӛˢ͐ ᵬˣ
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ü 県内温泉地所在市町村では、下水道への接続がない、もしくは下水道区域外のため設定がないこと
から、条例に使用料を規定している自治体はありません。

ü そこで、関東近県の温泉地所在市町村の条例を確認したところ、当市の温泉汚水使用料が著しく低
い設定であるようです。

ü 料金設定時に諸事情を勘案し現行料金設定に至ったと思われますが、温泉汚水を処理している物聞
沢水質管理センター改修事業にて多額の投資を行っていることや、一般用との公平性についても考
慮する必要があるため、温泉汚水についても一定程度の改定を実施することで検討していきます。

55,000 

97,000 

145,200 

21,340 

66,352 

14,674 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

ם

√

ם

√

ם

1か月1000㎥使用した場合（税込：円）

ḩ ựᾉχᴛ ∕◕ ρ ◕χ► ᶓˢ ͐ ͐Ὦᾝ∕ˣ

（税抜）

市町村 主な温泉名 基本使用料 1㎥につき

箱根町

（神奈川県）
箱根温泉 なし 50円

熱海市

（静岡県）
熱海温泉 なし 97円（※税込）

新発田市

（新潟県）
月岡温泉 なし 132円

伊東市

（静岡県）
伊東温泉

850円

（50㎥まで）

19円（51㎥～500㎥）

20円（500㎥超）

伊豆市

（静岡県）
修繕寺温泉 320円 60円

渋川市 伊香保温泉 なし 13.34円
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（）内は現行の使用料

円

円

円

円

温泉汚水

臨時用

一般用 ８㎥まで

９㎥以上

４０㎥まで1,033

４１㎥以上

１００㎥まで

１㎥につき

１０１㎥以上

用途区分
基本使用料

排除汚水量 使用料 排除汚水量

（630円）

超過使用料

使用料(１立方ｍにつき)

164

185

205
22

318

円

円

（100）

（113）

（125）

（13.34）

（194）

ü 総務省が目安として掲げる、１か月に２０㎥使用した場合の使用料３，０００円（税抜）を達成す
るための体系例です。基本使用料、超過使用料ともに約１．６４倍の増額設定となっています。

②【下水・改定後】 ((1,033円×2か月）＋（164円×24㎥))× 1.1（消費税）＝ ד 6,602 (ד2,576+)

●２か月で４０㎥使用した場合・・・

①【下水・改定前】 ((  630円×2か月）＋（100円×24㎥))× 1.1（消費税）＝ ד 4,026

③【水道・改定前】 ((1,150円×2か月）＋（110円×20㎥))×1.1（消費税） ＝ ד 4,950

～水道料金（13mm口径）との合算請求金額（２か月分）～

④【水道・改定後(10%)】 4,950円 (③) × 1.1倍 ＝ ד 5,445 (ד495+)

円 円 円
改定前合計

（①＋③）

水道のみ改定

（①＋④）

水道・下水道改定

（②＋④）
8,976 9,471 12,047
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ü 少ない使用量帯への影響を抑えるため、超過使用料について、２０㎥までを１３２円、２１㎥から
４０㎥までを１６４円とした場合の体系例です。２０㎥までの超過使用料が抑えられているため、
使用料が比較的少ない家庭での負担増を軽減できていることが分かります。

円

円

円

円

２１㎥以上

４０㎥まで
円

１㎥につき
温泉汚水 22
臨時用 318

用途区分
基本使用料

排除汚水量 使用料 排除汚水量

超過使用料

一般用 ８㎥まで

９㎥以上

２０㎥まで
円

1,033

使用料(１立方ｍにつき)

205

185

164

132

４１㎥以上

１００㎥まで
円

１０１㎥以上

（630円）

（100）

（100）

（125）

（113）

（13.34）

（194）

②【下水・改定後】 ((1,033 円×2か月）＋（132円×24㎥))× 1.1（消費税） ＝ ד 5,757 ˣד1,731+)

●２か月で４０㎥使用した場合・・・

①【下水・改定前】 ((  630円×2か月）＋（100円×24㎥))× 1.1（消費税） ＝ ד 4,026

③【水道・改定前】 ד 4,950

～水道料金（13mm口径）との合算請求金額（２か月分）～

④【水道・改定後(10%)】 ד 5,445 (ד495+)

円 円 円
改定前合計

（①＋③）
8,976 9,471 11,202

水道のみ改定

（①＋④）

水道・下水道改定

（②＋④）
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（）内は現行の使用料

ü 本協議会における「水道料金の改定に関する提言書」に掲げた目安と同様に１０％程度の改定とし
た場合の体系例です。基本使用料、超過使用料ともに約１．１倍の増額設定となっています。

②【下水・改定後】 ((693円×2か月）＋（110円×24㎥))× 1.1（消費税）＝ ד 4,428 (ד402+)

●２か月で４０㎥使用した場合・・・

①【下水・改定前】 ((630円×2か月）＋（100円×24㎥))× 1.1（消費税）＝ ד 4,026

③【水道・改定前】 ((1,150円×2か月）＋（110円×20㎥))×1.1（消費税） ＝ ד 4,950

～水道料金（13mm口径）との合算請求金額（２か月分）～

④【水道・改定後(10%)】 4,950円 (③) × 1.1倍 ＝ ד 5,445 (ד495+)

円

円

円

円

円

用途区分
基本使用料

排除汚水量 使用料

110

（630円）

排除汚水量 使用料(１立方ｍにつき)

超過使用料

円

213
15

138

124

１㎥につき
温泉汚水

臨時用

一般用 ８㎥まで

９㎥以上

４０㎥まで

１０１㎥以上

693

４１㎥以上

１００㎥まで

（100）

（113）

（125）

（13.34）

（194）

円 円 円9,471
水道・下水道改定

（②＋④）
9,873

改定前合計

（①＋③）
8,976

水道のみ改定

（①＋④）
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ü 少ない使用量帯への影響を抑えるため、超過使用料について、２０㎥までを１０５円、２１㎥から
４０㎥までを１１０円とした場合の体系例です。

②【下水・改定後】 ((693円×2か月）＋（105円×24㎥))× 1.1（消費税） ＝ ד 4,296 (ד270+)

●２か月で４０㎥使用した場合・・・

①【下水・改定前】 ((630円×2か月）＋（100円×24㎥))× 1.1（消費税） ＝ ד 4,026

③【水道・改定前】 ד 4,950

～水道料金（13mm口径）との合算請求金額（２か月分）～

④【水道・改定後(10%)】 ד 5,445 (ד495+)

円

円

円

円

４１㎥以上

１００㎥まで
124 円

１０１㎥以上 138
温泉汚水

１㎥につき
15

臨時用 213

一般用 ８㎥まで

９㎥以上

２０㎥まで
105 円

693

（630円） ２１㎥以上

４０㎥まで
110 円

用途区分
基本使用料 超過使用料

排除汚水量 使用料 排除汚水量 使用料(１立方ｍにつき)

（100）

（100）

（125）

（113）

（13.34）

（194）

円 円 円9,741
改定前合計

（①＋③）
8,976

水道のみ改定

（①＋④）
9,471

水道・下水道改定

（②＋④）
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（）内は現行の使用料

ü 本資料３ページにて提示した、県内の１２市及び広域圏２町村（吉岡町及び榛東村）の平均額に近
い改定とした場合の体系例です。基本使用料を３０％、超過使用料を１０％の増額としています。

②【下水・改定後】 ((819円×2か月）＋（110円×24㎥))× 1.1（消費税）＝ ד 4,705 (ד679+)

●２か月で４０㎥使用した場合・・・

①【下水・改定前】 ((630円×2か月）＋（100円×24㎥))× 1.1（消費税）＝ ד 4,026

③【水道・改定前】 ((1,150円×2か月）＋（110円×20㎥))×1.1（消費税） ＝ ד 4,950

～水道料金（13mm口径）との合算請求金額（２か月分）～

④【水道・改定後(10%)】 4,950円 (③) × 1.1倍 ＝ ד 5,445 (ד495+)

円 円 円10,150
改定前合計

（①＋③）
8,976

水道のみ改定

（①＋④）
9,471

水道・下水道改定

（②＋④）

円

円

円

円

１０１㎥以上 138
温泉汚水

１㎥につき
15

臨時用 213

一般用 ８㎥まで

９㎥以上

４０㎥まで
110 円

819

（630円） ４１㎥以上

１００㎥まで
124 円

用途区分
基本使用料 超過使用料

排除汚水量 使用料 排除汚水量 使用料(１立方ｍにつき)

（100）

（113）

（125）

（13.34）

（194）
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ü 少ない使用量帯への影響を抑えるため、超過使用料について、２０㎥までを１０５円、２１㎥から
４０㎥までを１１０円とした場合の体系例です。

②【下水・改定後】 ((819円×2か月）＋（105円×24㎥))× 1.1（消費税） ＝ ד 4,573 (ד547+)

●２か月で４０㎥使用した場合・・・

①【下水・改定前】 ((630円×2か月）＋（100円×24㎥))× 1.1（消費税） ＝ ד 4,026

③【水道・改定前】 ד 4,950

～水道料金（13mm口径）との合算請求金額（２か月分）～

④【水道・改定後(10%)】 ד 5,445 (ד495+)

円

円

円

円

４１㎥以上

１００㎥まで
124 円

１０１㎥以上 138
温泉汚水

１㎥につき
15

臨時用 213

一般用 ８㎥まで

９㎥以上

２０㎥まで
105 円

819

（630円） ２１㎥以上

４０㎥まで
110 円

用途区分
基本使用料 超過使用料

排除汚水量 使用料 排除汚水量 使用料(１立方ｍにつき)

（100）

（100）

（125）

（113）

（13.34）

（194）

円 円 円10,018
改定前合計

（①＋③）
8,976

水道のみ改定

（①＋④）
9,471

水道・下水道改定

（②＋④）


